
NRI パブリックマネジメントレビュー October 2010 vol.87 －1－ 
当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。 
Copyright© 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 

2010 年 6 月 8 日、内閣発足後の記者会見において、菅直人首相は「最小不幸社会」を目指す方針

を打ち出した。独断であるが、私はこの方針は必ずしも国民が今、期待するものにマッチしていない

のではないかと考える。その理由は二つある。一つめは方針の表現が消極的であるため、二つめは方

針が国民に何を期待しているのかが明確でないためである。 
まずは、方針表現の消極性についてである。政治の役割の一つに「多数の多様な利害を調整するこ

と」が挙げられるが、現在の日本は利害が複雑化・多様化を極めており、調整が非常に困難である。

「最小不幸社会」という方針は、利害調整が困難であるわが国の状況では、ある意味、利害調整を放

棄した末に消極的に打ち出されたものであるように映る。すなわち、利害の複雑化・多様化が進むと

「こうなれば国民皆が幸せである」という状態は描きにくく、誰もが合意する未来のベクトルや幸福

像が見いだしづらくなる。一方で、幸福像は人によって異なっても、最悪の状態というのはある程度

合意が可能である。最悪の状態を避ける方がリアリティもあり、わかりやすい。このように考えると、

「最小不幸社会」という表現は、必ずしも積極的に打ち出されたものではないように見えてしまう。

本来であれば、未来のベクトル、幸福像を是非とも打ち出して欲しいところである。 
続いては、国民に何を期待しているのかが明確でない点についてである。時の政権が打ち出すべき

方針に唯一の正解はないが、時の国民の置かれた状況を踏まえた、より良い方針というのはあるだろ

う。朝日新聞社が「日本のいまとこれから」をテーマに郵送方式による全国世論調査を実施したとこ

ろ、「いまの日本は自信を失っている」とみる人が 74%に達し、90%以上の人がこれからの日本に

不安を感じていることがわかった。出口の見えない経済不況などにより、日本人は自信を喪失してい

る。 
このような状況の中で打ち出すべき方針とは何か。諸外国のリーダーの例を見てみよう。米国のオ

バマ大統領は、大統領選挙の際に“Change”と連呼し、明日への希望を前面に打ち出した。長引く

テロとの戦いや、選挙中に起きたリーマンショックにより動揺する国民に対して適切なメッセージで

あった。20 年に亘る長期不況でバブル時代に見られた楽観さは消え失せたわが国において、今まさ

に求められているのは希望を語る積極的メッセージである。ただし､「改革」という言葉を繰り返し

聞かされた日本の国民には、残念ながら“Change”と訴えても響かないであろう。 
そこで参考になるのは、イギリスのキャメロン首相のメッセージである。キャメロン首相は 7 月

15 日に「ビッグガバメント（大きな政府）ではなく、ビッグソサエティー（大きな社会）を建設す

る」という方針を打ち出した。これは、教育、医療、警察活動等の社会政策に対する慈善団体や社会

的起業家を中心とした地域社会の参加を訴えるものである。自信を失いながらも、主体性が低く、年

金受給詐欺に象徴的にみられるような国への甘え、依存意識がいつの間にか蔓延しまった日本国民に

対して、今こそ「一緒に大きな社会をつくっていこう」と訴えかけるのは効果があるのではないだろ

うか。最小不幸社会を誰かにつくり上げてもらうよりも、一緒に大きな社会をつくることこそが今、

わが国に求められている大方針なのではないだろうか。 
 

平成 22 年 10 月  社会産業コンサルティング部 山口 高弘

 
 ◇◇求められる政府方針の転換 －「最少不幸社会」から「大きな社会」へ－◇◇ 
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１．はじめに 

 
近年、年金記録のずさんな管理、海上自衛

隊補給艦「とわだ」の航海日誌の誤廃棄、厚

生労働省のＣ型肝炎資料の倉庫への放置など、

不適切な文書管理の事例が相次いだ。このた

め、政府では公文書管理の在り方について検

討を進め、平成 21 年 6 月 24 日に「公文書管

理に関する法律」（以下、公文書管理法）が成

立した。法に基づき、内閣府に公文書管理委

員会が設置され、施行令、ガイドラインの検

討が進められている。また、各府省では規程

の検討が進められており、順調にいけば、平

成 23 年 4 月から法が施行され、新しい公文

書管理がスタートする。 
現在、府省の行政文書ファイル数は 1,714

万ファイル（平成 21 年度）*１存在する。法

施行後は保存対象文書が飛躍的に増大するこ

とが見込まれる。膨大な量の文書に対して、

効率的かつ適切に公文書管理を行うことが求

められる。 
これまでの公文書管理は、各府省個別の運

用、職員の公文書管理の意識の希薄さ、現用

文書の管理と歴史公文書の管理の壁の存在な

ど、多くの問題を有していた。公文書管理法

は、一元的な管理体制の確立、レコードスケ

ジュールの導入、内閣総理大臣による廃棄の

承認など、先進国でも例を見ない厳格な内容

となっており、抜本的な文書管理プロセスの

改革を求めるものである。 
本論文は、新しい公文書管理のポイントを

説明するととともに、施行に向けての検討課

題を整理することを目的としている。 
 
 
２．公文書管理のポイント 

 
１）公文書管理の目的 

公文書管理法の目的は、「国及び独立行政法

人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文

書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民

共有の知的資源として、主権者である国民が

主体的に利用し得るものであることにかんが

み、国民主権の理念にのっとり、公文書等の

管理に関する基本的事項を定めること等によ

り、行政文書等の適正な管理、歴史的公文書

等の適切な保存及び利用等を図り、もって行

政が適切かつ効率的に運営されるようにする

とともに、国及び独立行政法人等の有するそ

の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責

務が全うされるようにすること」（法 1 条）

と規定されている。 
すなわち、公文書は健全な民主主義の根幹

を支える国民共有の知的資源として、主権者

である国民が主体的に利用し得るものと位置

づけられている。フランスでは、公文書管理

はフランス革命時にナポレオンが民主主義実

現の証拠として国民議会成立等に関わる文書

の保存を始めたことにさかのぼるそうである。

公文書管理を適切に行うことは、政策の意思

決定の過程と結果を将来の国民に説明するた

めに極めて重要なことである。 

 
公文書管理法いよいよ施行へ 

 

㈱野村総合研究所  経営革新コンサルティング部  上席コンサルタント  石井 良一 
                         主任コンサルタント  猪鼻  聡 

*1 内閣官房「行政文書の管理状況調査について」平成 22 年 8 月 
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２）公文書管理法の特徴 

公文書管理法の特徴は、統一的な管理ルー

ルの設定、レコードスケジュールの導入（文

書作成時に保存期間、満了後の措置を設定）、

コンプライアンスの確保、外部有識者の知見

の活用、国立公文書館の機能強化、歴史公文

書等の利用促進にある。特に、作成、保存期

間、管理簿の記載事項などの統一的な管理ル

ールの設定、廃棄についての内閣総理大臣の

同意の要件化により、これまで府省ごとに行

われた公文書管理が大きく変わることになる。 
 

 
図表１ 公文書管理法のポイント 

 
出所）内閣府資料 
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３）公文書管理の対象機関 

公文書管理法の対象は、府省が作成する文

書（行政文書）、独立行政法人、国立大学法人、

一部の特殊法人が作成する文書（法人文書）

である。地方公共団体にも努力義務を求めて

おり（法 34 条）、わが国の公的機関のほぼす

べてが対象となるといえよう。 
 
４）電子での文書管理への対応 

「行政文書の管理に関するガイドライン案」*２

（以下、ガイドライン案と呼ぶ）において、

行政文書の定義を「省の職員が職務上作成し、

又は取得した文書（図面及び電磁的記録を含

む）であって、省の職員が組織的に用いるも

のとして、省が保有しているもの」としてい

る。これまでは Word や PowerPoint 等で作

成した電子文書を印刷し、紙文書としてファ

イリングし保存していたが、電子文書をシス

テム*３上で保存することに道を開いた。これ

にはメールやブログなども含まれる。 
先進各国は紙文書から電子文書への移行期

にある。イギリスでは現用文書はほとんど電

子文書での管理になっており、この結果、府

省オフィスではノンペーパーが実現している。

さらに、平成 23 年 4 月から国立公文書館で

は電子文書の受け入れシステムが稼働する予

定である。わが国においても電子文書による

公文書管理への移行が急速に進むと思われる。 
 
５）公文書管理体制 

公文書管理体制は、府省全体の公文書管理

の司令塔として内閣府に公文書管理担当が配

置され、各府省では総括文書管理者（官房長

等）の下に公文書管理担当（文書課等）が配

置される。文書管理は職員自らが行うもので

あり、各課の文書管理者（課長等）が務める

こととなる。また、文書管理の監査を行う監

査責任者が配置される。 
国立公文書館は、専門的助言や人材育成な

どを行うほか、公文書管理が適切に行われて

いるか内閣官房とともに実地調査を行う権限

を与えられている。 
内閣府には外部有識者による公文書管理委

員会が設置され、公文書管理の施行令やガイ

ドライン等の検討、公文書管理に関する勧告

に関する審議などを行うこととなる。 
 
６）文書の作成、整理、保存 

法に基づき、作成、保存される文書は、

終的な決定文書のみならず、局長や課長にお

ける政策決定の経緯、過程についての文書も

含めるものとされる。具体的には、三役等か

らの指示文書、課長決裁を得るために提出し

た文書が想定されよう。 
文書を適切に管理するためには、同種の文

書をファイリング（行政文書ファイル）し、

それに名称、分類、保存期間、満了日、満了

後の措置、保存場所を明記し、管理すること

が重要である。ガイドライン案は、具体的に

文書種別をあげ、保存期間、満了後の措置を

示している。これにより、文書の適切な管理

が進むものと期待される。 
ここで留意すべきは、紙文書と電子文書の

連動である。紙文書と電子文書は各課で併存

することとなるが、同一の分類に基づき、文

書管理システムで行政文書ファイルが管理さ

れなければならない。紙文書の場合は、職員

は文書管理システムを用いて行政文書ファイ

ルを作成し、そこに書架番号を入力し、所在

を明らかにする必要がある。 

*2 第２回公文書管理委員会（平成 22 年 8 月 31 日）提出資料 
http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220831haifu.html 

*3 現在、文書管理業務の業務・システム 適化計画に基づき、政府全体で利用可能な一元的文書管理シス

テムが、順次、府省に移行導入されている。当面はこのシステムもしくは現行システムで文書管理が行

われよう。 
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紙文書は業務効率を考え、抜本的に削減す

ることを考えるべきである。できるだけ電子

文書での保存に切り替える、個人で文書を保

有せず組織で文書を共有する、個人の書棚は

低規模にする、机には文書を置かない、職

場の書庫には 2 年程度しか置かず文書課の書

庫に移動させる、などの措置が有効であろう。 
 
７）文書の移管、廃棄 

文書の移管は、レコードスケジュールの設

定により、これまでよりも順調に進むことが

期待される。当初設定した保存期間が満了し

た場合にはできるだけ延長はしないこととし、

廃棄か移管がなされることとなる。 
廃棄については、内閣総理大臣の承認が必

要となった。各府省から廃棄予定文書リスト

が内閣府に送付され、それを確認することと

なろう。この承認は、廃棄停止措置をとる場

合も想定される。 
 
８）点検、監査、管理状況の報告 

これまでにはなかった監査規定が盛り込ま

れたことは、文書管理適正化の重要な一歩で

ある。 
各府省では文書管理者が日常的に点検をす

るとともに、監査責任者は毎年度 1 回監査を

行い、問題点を洗い出す。その結果は内閣府

に報告され、問題が大きい場合には実地調査、

改善勧告がなされることとなる。 
 
 
３．府省における検討課題 

 
現在、法施行に向けて、各府省では規則案

の作成を行っているところであろうが、今後

の重要な検討課題を示すと次のとおりである。 
 

１）文書の棚卸、分類、レコードスケジュー

ルの検討 

文書については、府省共通業務に関する文

書と省独自業務に関する文書がある。前者に

ついては、ガイドライン案に保存期間、保存

期間満了時の措置の基準が示されているが、

後者については各府省で検討することとなる。 
改めて、各府省で作成する文書を棚卸し、

分類し、レコードスケジュール基準を作成す

る必要がある。この分析を通じて、文書の無

駄を明らかにする効果も期待される。また、

各府省ではこれまで移管がされずに、府省の

書庫や図書室等で保存されている歴史的文書

等があると思われるが、法施行を契機に移管

を進める必要もあろう。 
 
２）情報マネジメントの推進 

欧米においては、もはや「文書管理」とい

う言葉は使っていない。レコードマネジメン

トもしくはインフォメーションマネジメント

と呼んでいる。文書の電子化の進展、メール

の普及、内部統制の重視、ナレッジマネジメ

ント（知識、知恵の共有）の推進、業務効率

化の推進などがその背景にある。担当課は、

インフォメーションマネジメントユニットと

いうように名称、役割も変化させ、さまざま

な媒体の情報を総合的、体系的に管理し、組

織での情報共有、利用を推進し、業務の効率

化を図るナレッジ・インフォメーションマネ

ジメントを行っている。わが国においても、

文書課の役割を見直す時を迎えている。 
 
３）体制整備 

そこで、公文書管理で も重要であるのが、

各府省の公文書管理の司令塔、支援役となる

文書課であろう。現在は数名程度の職員が兼

務で、情報公開、文書管理システムの管理な

どの公文書管理を行っている状況である。 
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今後は、文書課職員に公文書管理専任職員

を配置し、「知識・情報マネージャー」のよう

な肩書を与え、公文書管理の現場の支援及び

府省全体のナレッジ・インフォメーションマ

ネジメントをリードしていくことが望まれる。 
 
 
４．その他の機関における検討課題 

 
独立行政法人、国立大学法人等については、

国の動向、ガイドラインの策定を見守ってい

ることかと思う。しかしながら、施行後は府

省と同様な管理が求められることから、早急

な体制整備が必要である。独立行政法人、国

立大学法人等においても、紙文書から電子文

書への移行が求められよう。府省の一元的文

書管理システムは霞が関 WAN を通じてのみ

利用可能であり、独立行政法人、国立大学法

人等については活用できない。そのため、文

書管理システムの効率的整備と活用が検討課

題である。 
地方公共団体は、努力義務が課されている

だけで法に従う必要はないが、適切な管理が

できている団体はそれほど多くない。文書館

を持っている団体は少数に留まる。熊本県で

は、「行政文書等管理のあり方検討委員会」を

設置し、平成 22 年 6 月に提言書をまとめ、

法を踏まえた規程や体制整備の方向性を示し

た。こうした検討に入った地方公共団体は少

数である。今後、地方公共団体においては、

公文書管理法も参考に、団体の状況も勘案し、

公文書管理条例の制定が望まれる。検討にあ

たってその後の運用も念頭に、第三者委員会

の設置も検討されよう。 
 
 

５．おわりに 

 
本論文では、2011 年 4 月からの施行が予

定される公文書管理法に関して、動向、特に

現用文書の管理についての検討課題を中心に

述べた。適切に文書を管理することは行政機

関の務めでもある。国民も現状では公文書管

理法に関する関心はあまり高くないように思

うが、「健全な民主主義の根幹を支える国民

共有の知的資源」がいかに適切に管理される

かを注視していく必要があろう。 
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１．大学が改革を進める背景 

 
大学の経営が厳しいという話が聞かれるよ

うになって久しい。大きな要因として、少子

化の進展に加えて、大学・学部の数が増加し

ていることが挙げられる。現在、約 800 の大

学があり、新学部を設立する例もあるため、

大学の学生定員数は増加している。大学への

進学率は約 50％で頭打ちの状態が続いてお

り、大学にとっては学生確保が難しい状況に

ある。 
その結果、ほぼすべての大学において、「大

学改革」による大学の経営の安定化が喫緊の

課題となっている。 
 

図表１ 大学数の推移 

 
出所）文部科学省「学校基本調査（平成 22 年度）」

より作成 
 
 
２．大学選びの情報入手経路 

 
「大学改革」には、大学の経営改革と教育

カリキュラム改革、研究システム改革がある

（ただし、現状では研究改革はあまり大きく

取り上げられていない）。そのうち、受験生と

保護者が大きな関心を持つのは、教育カリキ

ュラムに関する改革によって、どういった教

育が受けられるかという点であろう。 
受験生や保護者が教育カリキュラム改革と

その成果を知る機会は、インターネットや説

明会、オープンキャンパスが一般的である。

こういった情報の入手方法は、自分からその

大学にアクセスし情報を手に入れるものであ

り、能動的な方法と言える。 
一方、雑誌記事や新聞報道で、大学改革の

内容や大学の現状が取り上げられることも少

なくない。雑誌記事や新聞報道は、受験生や

保護者が受動的に情報を入手するための重要

なツールとなっている。能動的に情報を収集

する場合と異なり、受動的な情報の入手は、

受験生や保護者が詳しく知らない大学につい

て知ってもらうためには効果的である。全国

に約 800 の大学がある中で、特定の大学をい

かに売り込んでいくかは、受験生の獲得とい

う一種のマーケティングとしての課題であり、

雑誌記事や新聞報道は大学にとって非常に重

要な広報ツールではないだろうか。 
大学改革を大きな記事として取り上げる媒

体としては、「ビジネス誌」*１と呼ばれる雑誌

カテゴリが挙げられる。ビジネス誌の多くは

年に 1 度以上の頻度で「大学特集」を組んで

おり、大学の経営改革、教育カリキュラム改

87 87 86 86 86
89 89 90 92 95
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教育改革をテーマとした大学の広報活動の有効性 

 

           株式会社 野村総合研究所  公共経営戦略コンサルティング部 
                        副主任コンサルタント  望月 洋佑 

*1 本論考では、週刊日経ビジネス（日経 BP 社）、週刊ダイヤモンド（ダイヤモンド社）、週刊東洋経済（東

洋経済新報社）、エコノミスト（毎日新聞社）を取り上げている。 
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革の進展に加えて、財務状況、就職状況等を

幅広く取り上げている。ここ数年、これら雑

誌の特集に取り上げられる大学は固定化する

傾向が見られる。取り上げられる大学にとっ

ては、固定化が進むと、他の大学との差別化

となり、受験生の獲得にも有効である。 
この点は新聞についても同様である。新聞

では長文で大学の教育カリキュラム等を紹介

する記事が掲載されるのではなく、一つのニ

ュースとして大学名が出るパターンが多い。

大学名が出るだけという形態であっても、知

名度を上げるという目的には有効と考えられ

る。 
大学は、今後こういった広報活動を重視す

べき時期に来ているのではないだろうか。本

稿では、大学における教育カリキュラム改革

をテーマとした広報活動を実施し、知名度の

上昇や学生募集に成功していると見られる事

例について分析し、その有効性を検討する。 
 
 
３．数多く取り上げられる３大学 

 
ビジネス誌の大学特集において、大学にお

ける教育に関する改革がよく取り上げられる

大学は、「国際教養大学（公立大学法人）」、「金

沢工業大学（私立）」、「立命館アジア太平洋大

学（私立）」の 3 大学である（以下、3 大学と

呼ぶ）。 
金沢工業大学では、充実したシラバス*２や

補習システム、就職支援の仕組みが改革の成

果として数多く取り上げられている。国際教

養大学、立命館アジア太平洋大学では、英語

を重視した教育カリキュラム開発が取り上げ

られている。3 大学とも、教育カリキュラム

が就職実績につながっていると考えられ、就

職先の企業からの評価は高い。 
実績を図表２に示すが、近年では多くの記

事でこの 3 大学が取り上げられている。これ

は教育改革が顧客である受験生と保護者に訴

求している結果と考えられ、教育カリキュラ

ム改革とその広報活動が成功していると言え

るのではないだろうか。（以下、本稿の図表中

では、国際教養大学を AIU、金沢工業大学を

KIT、立命館アジア太平洋大学を APU と表記

する） 
掲載状況からは、3 大学は強いニュースバ

リューを持っていると判断できる。なお、国

際教養大学については平成 20 年までは掲載

数が少なく、平成 21 年から急激に増加して

いる。これは平成 16 年 4 月の開学であり、

平成 20 年 3 月に 1 期生が卒業したことが理

由と推測される。平成 20 年 3 月時の就職実

績が高く評価されたことから、その後の掲載

数につながっているものと考えられる。 
国際教養大学の掲載状況の変化からは、ビ

ジネス誌はインパクトの強いニュースだけを

記事にするのではなく、実績が伴う対象をニ

ュースにしていることが読み取れる。ビジネ

ス誌が取り上げる大学に注目することで、実

績が伴っており、「通うことに価値がある」と

判断できる大学を具体的に知ることが可能に

なる。 
 

 
  

*2 講義・授業要領。講義・授業の目的や内容、講義名、教員名・教官名、使用教材、学期あるいは期間、

取得単位数、評価方法などに関する情報。 
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図表２ ビジネス誌への掲載状況 

 
注）数値は記事の本数 

 
４．文部科学行政が認める大学改革 

 
大学改革の取り組みが文部科学行政におい

て、どの程度評価されているのかを示すもの

として、GP（Good Practice）の選定数であ

る。GP とは、大学・短期大学・高等専門学

校が自発的にテーマを設定・応募し、その取

り組みに効果があると文部科学省が認めた場

合に選定され、予算措置がなされるものであ

る。 
GP には、平成 15 年度から平成 19 年度の

5 年間に実施された「特色ある大学教育支援

プログラム（特色 GP）」、平成 16 年度から平

成 19 年度の 4 年間に実施された「現代的教

育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」、2
つの GP を一つにして平成 20 年度に実施さ

れた「質の高い大学教育推進プログラム（教

育 GP）」がある。なお、平成 21 年度からは

他の事業と統合されており、「大学教育・学生

支援推進事業【テーマ A】大学教育推進プロ

グラム」として選定が進められている。 
図表３～図表５に示すように、3 大学のう

ち、私立大学である金沢工業大学と立命館ア

ジア太平洋大学は、積極的に GP に応募し選

定されている。これは有効な教育カリキュラ

ム改革を実施している結果と言えよう。次章

では、こういった取り組みが志願者募集にど

の程度つながっているかを検討する。なお、

国際教養大学は GP の選定件数が 1 件にとど

まっているが、学生数が全校で約 500 人と小

規模なため、金沢工業大学と立命館アジア太

平洋大学とは選定件数で比較できない。 
 
  

年度 雑誌名・記事名 雑誌名・記事名 AIU KIT APU

週刊ダイヤモンド 特集「役に立つ大学」 1 1

週刊エコノミスト 特集「就職できる大学」 1

週刊東洋経済 特集「本当に強い大学」 4 1

週刊ダイヤモンド 特集「役に立つ大学」 1 1

週刊エコノミスト 特集「中高一貫校」 1

週刊エコノミスト 就職率ランキング 1

週刊東洋経済 特集「本当に強い大学」 1

週刊エコノミスト 特集「受験生を惹きつける強い大学」 1

週刊東洋経済 特集「本当に強い大学」 1 1

週刊日経ビジネス 特集「さらば工学部」 1

週刊エコノミスト 特集「勝ち残る大学」 1

週刊東洋経済 特集「本当に強い大学」 1

週刊東洋経済 集中連載「だから若者は幸せになれない」 1

週刊ダイヤモンド 特集「ガイジン様争奪戦」 2

週刊ダイヤモンド 連載（陰山英男） 1

週刊ダイヤモンド 特集「大学」 1 1 1

週刊東洋経済 特集「本当に強い大学」 1

週刊日経ビジネス リポート「再生なるか大学経営」 1 1 1

週刊エコノミスト 特集「生徒を行かせたい大学」 1 1 1

週刊日経ビジネス 武田薬品工業社長インタビュー 1

週刊エコノミスト 特集「娘、息子を通わせたい大学」 3 2 1

週刊ダイヤモンド 特集「壊れる大学」 1

合　　　　　　　計 8 21 12

平成22年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年
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図表３ 特色ＧＰと現代ＧＰの選定件数 

 
出所）文部科学省「特色ある大学教育支援プログラ

ム」及び「現代的教育ニーズ取組支援プログ

ラム」より作成 
 

図表４ 教育ＧＰの選定件数 

 
出所）文部科学省「質の高い大学教育推進プログラ

ム」より作成 
 

図表５ 大学教育・学生支援推進事業 
【テーマＡ】大学教育推進プログラム選定件数 

 
出所）文部科学省「大学教育・学生支援推進事業【テ

ーマ A】大学教育推進プログラム」より作成 
 
 
５．大学改革と学生募集 

 
進学率が頭打ちとなっている中で、都市部

に比べて地方に立地する大学が定員を満たす

ことは極めて難しい現状にある。 
私学経営情報センターのデータによると、

平成 22 年度は全国で 38.1%の私立大学が定

員を満たしていない。また、地域別の定員充

足率を見ると、金沢工業大学のある北陸地域

では平成 21 年度は定員割れの状態にある。

また、立命館アジア太平洋大学のある九州地

域では、地域全体として定員を満たしていな

い。さらに、東北地域、中国地域、四国地域

でも 100%に達してなく、地方の私立大学が

入学者の確保に苦労していることがわかる。 

図表６ 私立大学の入学定員充足率（地域別） 

 
出所）日本私立学校振興・共済事業団 私学経営情報

センター「私立大学・短期大学等入学志願動向」 
 

国際教養大学は秋田県、金沢工業大学は石

川県、立命館アジア太平洋大学は大分県と、

いずれも地方に立地しているが、定員割れを

起こしていない。 
公立大学法人である国際教養大学は学費が

低額に抑えられていることなど、別の要素が

大きくかかわるために改革の成果だけが働い

ているとは言えない。しかし、こういった教

年度 AIU KIT APU 選定数 全申請数 選定率

平成15年度 1 80 664 12.0%

平成16年度 58 534 10.9%

平成17年度 47 410 11.5%

平成18年度 1 48 331 14.5%

平成19年度 1 52 331 15.7%

合計 0 2 1 285 2,270 12.6%

平成16年度 1 1 1 86 559 15.4%

平成17年度 1 84 509 16.5%

平成18年度 2 1 112 565 19.8%

平成19年度 1 1 119 600 19.8%

合計 1 5 3 401 2,233 18.0%

特

色

Ｇ

Ｐ

現

代

Ｇ

Ｐ

テーマ AIU KIT APU 選定数 全申請数 選定率

教育課程の工夫改善 1 1 43 250 17.2%

教育方法の工夫改善 1 91 583 15.6%

上記以外の工夫改善 14 106 13.2%

合計 0 2 1 148 939 15.8%

教
育
Ｇ
Ｐ

年度 AIU KIT APU 選定数 全申請数 選定率

平成21年度 1 1 96 649 14.8%

平成22年度 1 30 298 10.1%

合計 0 2 1 126 947 13.3%
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育改革を進めていることが受験生・保護者に

広まり、大学受験の際の選択肢の一つとして

認知されていることが要因に含まれると考え

られる。 
 
 
６．何が取り上げられているか 

 
雑誌・新聞に取り上げられている内容は、

ほとんどが教育カリキュラムと就職実績の 2
点である。国際教養大学の英語のみで実施す

るカリキュラムや、金沢工業大学の常に 90％
を超える就職率といった記事が多く取り上げ

られている。 
3 大学に共通する特徴は、教育カリキュラ

ムと就職実績の双方が記事・報道に取り上げ

られていることである。受験生・保護者から

すれば、カリキュラムだけが充実していても

就職ができるのかわからない。あるいは就職

実績だけが高くてもカリキュラムが明確でな

い状況では、積極的に受験しようという思い

には至らない。3 大学は、「こういうカリキュ

ラムで教育するから、就職実績もよい」とい

ったように、教育カリキュラムと就職支援・

実績の双方が両輪となっていることが記事で

伝えられ、それが受験生の背中を押すことに

つながっているものと考えられる。 
3 大学の受験倍率を見ると、いずれも定員

割れには至っていない。 
 

図表７ ３大学の記事内容抜粋 

 
 

 
図表８ ３大学の入学試験倍率（一部） 

 
出所）各大学ホームページより作成 

 
国際教養大学の受験倍率の高さは、定員数

が多くないこと、公立大学法人であり学費負

担が少ないこともあるが、特徴的なカリキュ

ラムと就職実績が大きな理由になっていると

考えられる。また、地方に立地する私立大学

である金沢工業大学と立命館アジア太平洋大

学の 2 大学は、定員割れすることなく教育活

動を続けており、改革が受験生・保護者に評

価されているものと考えられる。 

こういった教育カリキュラム改革は、教育

カリキュラムを作成して実践し、就職実績を

積み上げるだけでは、十分な志願者数という

形では現れてこない。志願者数という形にす

るには、その取り組みや実績について積極的

にアピールしていくことが必要である。 
  

大学 分野 内容

教育カリキュラム
・すべての授業を英語で実施

・暫定入学制度

就職支援・実績
・有名企業への就職実績

・ほぼ全員の就職（平成21年度：99.1％）

教育カリキュラム
・シラバス

・補習授業・自主学習への対応

就職支援・実績
・1年次からの就職指導

・首都圏への深夜バス運行

教育カリキュラム
・日本で最大の学部留学生数

・授業の半分を英語で実施

就職支援・実績
・就職先からの高い評価

・就職に役立つ英語教育の実施

AIU

KIT

APU

大学名 学部名 受験者 合格者 実質倍率 備考

国際教養大学 国際教養学部 1,110 163 6.81 一般選抜試験データ

工学部 901 509 1.77

環境・建築学部 237 188 1.26

情報学部 433 315 1.37

バイオ化学部 288 206 1.40

アジア太平洋学部 302 88 3.43

国際経営学部 174 38 4.58

一般試験前期データ

A方式試験データ

金沢工業大学

立命館アジア

太平洋大学
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７．いかに取り上げられているか 

 
毎年、数万部から数十万部が購読されてい

る雑誌に記事が掲載され、大学の取り組みに

対して好意的な内容であることを踏まえれば、

こういった雑誌への記事掲載は非常に大きな

広告効果をもたらしているといえる。 
記事は、取材をもとに構成され、大学側の

コストはほぼゼロである。十分な広告宣伝効

果をもたらす一方で、広告費はかかっていな

い。また、読者は「広告ではない」と認識し

て読んでいるため、記事の真実味は高くなり、

その結果、訴求力が強くなっている可能性が

高い。こうした点から、記事の掲載は最も有

効な広告手段であるとも言える。 
記事に近い形式で広告を出す大学も数多く

みられるが、3 大学はそういった掲載方法を

採らずとも、大学でどういった取り組みがな

されているのかが伝わる内容になっている。

学生や学長、教員のインタビューが掲載され

る記事も多く、大学での取り組みの良さを十

分に伝えることができている。 
図表９は、図表７で示した雑誌記事の文字

数を年度ごとに合計したものである。特筆す

べきは、金沢工業大学の記事の文字数の多さ

である。 
 

図表９ ３大学の掲載記事文字数 

 
注）数字は文字数 

 
 
８．大学に求められる取り組み 

 
多くの大学が、本稿で取り上げた 3 大学と

同様の教育カリキュラム改革を進めようとす

る傾向にある。昨年度は 5 つの大学が募集の

停止を発表する一方、今年度も新しい学部や

大学の設立が認可されており、競争環境が改

善しているとは言い難い。 
そのため、パブリシティ活動によって、自

らの大学の活動をいかにアピールし、差別化

していくかが重要になる。教育改革の推進に

加えて、教育改革の内容とその成果をどうい

う形で受験生とその保護者に伝えていくかと

いう点が特に重要である。 
さまざまな改革がよい方向に進んだとして

も、その改革が受験生・保護者に十分に伝わ

らなければ学生の獲得には結びつかない。現

状でも学生の獲得のため、大学は広告を出し

たり、教員や事務職員が近隣の高校を訪問し

たりするなどの活動を積極的に実施している

が、その効果がコストに見合ったものである

かは不明である。一方で、3 大学は他の大学

と比較して「特定の雑誌に取り上げられた」

という大きなアドバンテージを持っており、

高校訪問などの際にも有効なツールとして機

能すると考えられる。こういった活動にも大

学は力を入れるべきであろう。 
学生募集のためには、知名度が高いこと、

その上で効果的な教育がなされていることが

伝わることが必要である。広報や宣伝活動へ

の積極的な取り組みは、この点で効果的であ

る。今後、大学は改革を進めるとともに、そ

の改革の状況・成果をどう伝えるかについて

も、十分に検討することが求められる。 
 

（字）

年度 AIU KIT APU

平成17年度 - 1,972 414

平成18年度 - 5,606 150

平成19年度 109 197 -

平成20年度 - 1,504 2,249

平成21年度 798 52 161

平成22年度 1,689 3,385 1,612
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